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市税窓口のアップデート
（市税事務所改革ではじめる新しい窓口のカタチ）
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3問題提起

市税窓口のアップデートをＸ会議で取り上げる目的
～これからの市役所窓口をどうアップデートしていくか～

背景・問題意識

議題の位置づけ

〇 人口減少により人手不足が進み、職員数の確保が年々難しくなっている

〇 一方で、市民ニーズは手続きのオンライン化や短時間での証明書発行など、
多様化・高度化している

〇 市役所には多数の窓口部署があり、
これまでと同じ運営を前提にすると市民サービスの水準が維持できなくなる

〇 本日は、市税組織の見直しやオンライン化の導入といった見直しにとどまらず、
窓口業務を将来にわたって維持するための「再設計の先行事例」として紹介する



4議論の視点

議論の視点

〇 他の窓口業務にも横展開できる示唆はなにか

〇 視点は「市民の利便性の維持・向上」と「持続可能な組織」の両立

市政変革推進室の気づき

〇 過去においても、市役所の複数部署で集約や統廃合が行われてきた
（例）
・建設局建設事務所を東西整備事務所に再編（６か所⇒２か所） 【H16】
・各区会計事務を会計室に集約（７か所⇒１か所）【H19】

〇 過去にも同じような課題や、その解決が図られてきたと思われるが、
過去の経験が、時間を超えて継承・局を超えて共有されていない
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総務市民局

保健福祉局 都市戦略局

障害福祉企画課

健康危機管理課

住まい支援室

空き家活用推進課

子ども家庭局

市民活動推進課

安全・安心推進課

消費生活センター

精神保健福祉
センター

東部生活衛生課

西部生活衛生課

人権文化推進課

教育委員会

特別支援教育相談
センター

動物愛護センター

財政・変革局

東部・西部市税事務所

市民税課

固定資産税課

納税課

料金納付課

税務課×５か所

区役所

総務企画課

コミュニティ支援課

市民課

国保年金課

まちづくり整備課

保健福祉課

保護課

出張所×９か所

技術監理局

契約制度課

こども施設企画課

介護保険課

障害者支援課

地域医療課

食肉センター

医務薬務課

環境局

環境監視課

産業廃棄物対策課

業務課

施設課

産業経済局

中小企業振興課

都市計画課

都市交通政策課

開発指導課

建築指導課

建築審査課

事業推進課

管理課

港湾空港局

港営課

消防局

規制課

指導課

事業者向け市民向け

広聴課
上下水道局

営業課

交通局

総務経営課

運輸サービス課

都市整備局

子ども総合
センター

【参考】窓口を持つ主な市の組織
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東部市税事務所

門司区

小倉北区

若松区

八幡東区

八幡西区

戸畑区

税務課

市民税課
個人市民税

軽自動車税

証明書

税務課

小倉南区

税務課

税務課

市民税課

固定資産税課
（門司、小倉北、小倉南）

固定資産税

納税課
料金納付課
（門司、小倉北、小倉南）

徴収

固定資産税課
（若松、八幡東、八幡西、戸畑）

納税課
料金納付課
（若松、八幡東、八幡西、戸畑）

税務課

財政・変革局

固定資産税課

課税第二課

課税第一課

税制課

収税企画課

西部市税事務所税務部

税務課

税務課

市民税課

税務課

個人市民税

軽自動車税

証明書

個人市民税

軽自動車税

証明書

個人市民税

軽自動車税

証明書

個人市民税

軽自動車税

証明書

個人市民税

軽自動車税

証明書

個人市民税

軽自動車税

証明書

固定資産税

徴収

市民の窓口部門
（区役所に所在）

制度・企画部門
（本庁舎）

【現状】北九州市の税務組織



7【現状】市税事務所の概要

・個人市民税の課税
・個人市民税の相談・手続の受付
・市税証明書の発行
・原付バイクのナンバープレート

交付・廃車手続
・軽自動車税の減免手続 など

・土地・家屋の評価、固定資産税の課税
・固定資産に関する帳簿の閲覧
・固定資産税関連の証明書の発行 など

・市税の徴収
・納税相談 など

・国民健康保険料等の徴収等
・納付相談 など

小倉北区

市民税課

納税課

料金納付課

門司区

税務課

八幡西区

市民税課

納税課

固定資産税課

料金納付課

若松区

税務課

小倉南区

税務課

八幡東区

税務課
戸畑区

税務課

固定資産税課

平成２１年１月、市税事務所が発足

・それまで７区にあった税務業務のうち、固定資産税と納税に関する業務を
東西市税事務所（東部は小倉北区、西部は八幡西区）に集約した。

・一方で、市民税に関する業務は、現状、７区の組織（市民税課・税務課）で対応している。

現行組織

東部市税事務所

財政・変革局

西部市税事務所

７区の主な業務内容

市民税課

税務課

固定資産税課

納税課

料金納付課

今回の議論の対象

税務部（本庁部門）
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税務課での業務内容

【現状】税務課の業務

事務内容業務種類
申告書発送

当初賦課業務

個人市民税関係

申告受付（区役所）

申告受付（出張）

申告内容の審査、入力

納税通知書発送、返戻処理
給与額・年金額不一致調査

事後調査 被扶養者調査
未申告者への申告勧奨
当初申告受付後の賦課、納税通知書の発送業務など

例月更正業務
納税義務者の相続人調査

個人市民税の減免申請の受付、審査、決定減免処理

標識交付申請受付・廃車申告受付・名義変更受付
軽自動車税窓口業務軽自動車税関係

減免申請受付

簡易な税務相談
納税相談

納税関係 納付書発行（汚損、期限切れなど）

窓口延長時の現金の収納収納業務
固定資産に関する帳簿の閲覧固定資産に関する帳簿の閲

覧
固定資産税関係

区役所、出張所で受付
証明発行市税証明発行業務証明書発行関係
職員の出退勤管理、課の予算管理、支払業務など庶務業務



9市税窓口 改革の３つの柱

Ⅰ 市民税窓口関連部署の再編

区にある税務課（５カ所）の業務を、東西市税事務所（２カ所）に集約

Ⅱ 市税手続のオンライン化

個人市民税をはじめとする市税のオンライン申告の促進や、
テレビ会議システムの導入など

Ⅲ 仕事のやり方の改善

単発・地域限定の改善から、本庁主導で横ぐしを通した改善へ
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所管・手続きの分かりにくさ（制度・案内の不明瞭さ）

・どこが担当か、どこで何ができるのかが分かりにくい。たらい回しされているよう
に感じた。

・税務署と市役所の所管が分からず、相互に行き来することになった。
・法務局で取得できる書類について案内してもらえなかった。
・なぜ住所のある区役所でないと手続きできないのか分からない。

業務の効率性・処理時間に関する課題

・証明書発行に想定以上の時間がかかった。

職員対応・接遇のばらつき

・職員の接遇姿勢や説明力に差があると感じた。
・以前いた方がいなくて不慣れさを感じた。

出典：市民のこえ、市税事務所窓口アンケート

【改革に取り組む背景①】市民の要望



【改革に取り組む背景②】市民アンケート

アンケート調査では、手続や相談のオンライン化を望む声がある。

11

出典：令和６年度 北九州市情報化アンケート調査（令和６年９月、DX・AI戦略室）
（図表-14-1）今後、力を入れてほしい情報施策（全体）

8.3

9.8

10.4

12.4

16.4

17.2

18.3

23.2

35.4

38.4

42.8情報化してもいいが、窓口での手続も残してほしい

個人情報の保護など、情報セキュリティの強化

市役所や区役所の手続のオンライン化

区役所や市の施設での電子決済

区役所に手続に行くときのオンライン予約

市のスポーツ施設・文化施設利用のオンライン予約

パソコンやスマートフォン操作が苦手な人へのサポート・
講座

北九州市公式ホームページでの情報発信

北九州市公式SNSによる情報発信

自宅での、区役所とのオンライン相談

自宅近くの場所（市民センターなど）での、区役所との
オンライン相談

（単位：％、100％＝1,397人、複数回答可）

オンライン化
の要望は

計約1,567件



12【改革に取り組む背景③】職員の問題意識

区間・職員間の行政サービスの質のばらつき

・区ごとに業務マニュアルにない細かい運用で差がある。
・区の規模により職員１人あたりの処理件数が異なり、１件にかけられる時間に差。
・説明水準は満たすものの、職員個人の知識等で、説明内容に差が生じる。
・法解釈や困難事例への対応など、職員個人のスキルに依存する部分がある。

区役所内での他部署との連携

マンパワー不足

・市民対応で、関連部署との取り次ぎ方によっては市民を不快にさせる。
・窓口間のスムーズな連携を検討するが、部署ごとの繁忙期や事情により進まない。
・市税事務所での対応を要する場合、税務課では何もできずに帰っていただくことがある。

・人員的に日常業務に精一杯で、他区の効率的な方法を採り入れにくい。
・実務者会議をしても、日々の業務に追われ「情報共有」にとどまってしまう。
・窓口対応があるため、時短勤務やフレックスなどの制度を使いづらい。
・窓口延長時の勤務シフトで、一部の人に偏りがある。
・管理職を窓口のシフトに組み込まざるを得ない状態になっている。



職員の知識や経験、区の規模等により説明の深さや対応の仕方にばらつき。
誰が対応しても一定の水準が担保されるよう、考え方・役割・判断基準を整理
する必要がある。

【課題と解決の方向性】

課題①「市民対応の質・水準のばらつき」
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課題③「特定の職員の頑張りや献身的な対応に頼りがち」

課題②「組織間の連携・部署間の円滑な“つなぎ”」

限られた職員数で日々の業務のための人員体制を整えることに精一杯で、業務改
善や職員が望む働き方も十分に実現できてない。特に繁忙期対応では、特定の職
員の頑張りや献身的な対応に頼る傾向がある。

他部署への取次時に、所管外業務に関する理解が不十分な中で、案内内容に行
き違いや誤解が生じ、結果として、市民が複数の窓口を行き来することがある。

現状と市民要望・職員の問題意識を踏まえ、課題とその解決の方向性を整理

業務集約・標準化・支援体制構築により「チームで支えるしくみ」へ転換

自分の所管かどうかよりも「市民の用件を前に進める」窓口へ転換

市民サービスの水準維持のための業務改善は「今やるべき仕事」へ転換



現在 令和８年９月～

【改革の柱】Ⅰ 市民税窓口関連部署の再編 14

東部市税事務所
（門司、小倉北、小倉南）

小倉北区

八幡西区

市民税課

市民税課

固定資産税課

納税課、料金納付課

固定資産税課

納税課、料金納付課

西部市税事務所
（若松、八幡東、八幡西、戸畑）

小倉北区

八幡西区

市民税課

市民税課

固定資産税課

納税課、料金納付課

固定資産税課

納税課、料金納付課

若松区

八幡東区

税務課

税務課

門司区

税務課

税務課

小倉南区

戸畑区

税務課

令和８年９月、税務課を廃止し、市民税業務を東西市税事務所の市民税課へ集約する。
(予定）

R8.9
(予定)

・税務課長ポスト（５）＋αの減を見込む
・職員１人当たりの処理件数の平準化
・業務量に応じた組織体制

・職員の勤務シフト調整が楽に

課長1、職員17

課長1、職員8

課長1、職員14

課長1、職員19

課長1、職員7

課長1、職員7

課長1、職員7

見込まれる効果

東部市税事務所

西部市税事務所



15【改革の柱】Ⅰ 市民税窓口関連部署の再編

②税務課業務を機能に応じて移管・集約
５区の税務課機能について、次のとおり見直す

申告手続・相談業務

証明書発行業務

区役所市民課へ移管

市税事務所市民税課へ集約

→５区税務課に代えて市税オンライン窓口の設置

小倉南区税務課の実測による
通常期（ R7.4.7～R7.5.7）
繁忙期（ R7.2.1～R7.4.3）の平均

証明書取得,

77%

申告手続・相談,

8%

軽自動車手続, 

9%

納付書再発行, 

6%

1,850件/月

証明書取得,

34%

申告手続・相談,

50%

軽自動車手続, 

11%

納付書再発行, 

5%

1,884件/月

通常期

繁忙期

税務課での市民の来所目的

→２つの手続きが１つの窓口で可能に。

（実感できる事例）

融資を受けるため印鑑証明と納税証明書が同時必要

これまで 市民課と税務課２つの窓口に行く必要

これから 市民課の窓口１つで済む

★市民課はどの区役所でも玄関付近で、迷わず利用できる。

R8.9
(予定)



16【改革の柱】 Ⅱ 市税手続のオンライン化

①「行かなくてよい区役所」を目指したオンライン化の推進

市民税申告のオンライン化促進事例

R6 R7
2月 169 451
3月 267 645
4月 279 672
5月 284 685
6月 296 729

169

476451

1162

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10
月

11
月

12
月

R6

R7
オンライン申告数累計

「区役所に来なくても手続できる」をＰＲ
するため、電子申告の勧奨チラシを作成、
申告書に同封して配布した。市民に見ても
らえるように分かりやすい表現を念頭に、
ナッジ理論の要素を取り入れた。ターゲッ
トを、簡易に手続できる「収入がない場
合」とした。

進行中

オンライン申告件数
２．４倍に増加

（R7.12時点の前年比）

職員：窓口対応時間の
減少（１１４時間/年）

市民：待ち時間の減少



③テレビ会議システムを配備した「市税オンライン窓口」による相談業務の実施

17【改革の柱】 Ⅱ 市税手続のオンライン化

各窓口を回る必要が・・・

Before After

お近くの区役所ですべて解決！

市民税は
住所地の税務課

固定資産税は
市税事務所

税務課

市税事務所

区役所

市税事務所
市民税課

市税事務所
固定資産税課

【これから】
住所地の区役所で、市民税以外の手続きも

相談もできる
（例）「自宅は門司区・勤務先は戸畑区」のように

居住区と勤務地が異なる場合でも、日中、勤務
地近くの戸畑区役所から手続・相談ができるよ
うになるほか、固定資産税や納税の相談なども
できるようになる。

【これまで】
住所地の区役所でできるのは、市民税の手

続きのみ
（例）窓口が、市税の種類や住所地ごとに分かれて

いたので、門司区の市民は、市民税の手続は門司
区役所、所有する若松区の土地についての相談は
八幡西区役所に行く必要があった。

R8.9
(予定)



18【改革の柱】Ⅲ 仕事のやり方の改善 進行中

組織の再編の検討やオンライン化を進める中で、区に横ぐしを通して
全市的に仕事のやり方をさらに改善する必要性を実感

１ 区における業務改革

・出張申告開設箇所の見直し（３→２か所）

実績数を踏まえて出張箇所を見直し
・課税時の確認回数の見直し（３→２回）

確認効果を分析してチェック回数を見直し

⇒繁忙期の時間外２割削減

市民目線で全市的に仕事のやり方の見直しに取り組む
・困難事例に関する対応方法の蓄積と組織での共有
・他部署の業務に関する基礎的な知識の習得と円滑な“つなぎ”

など具体的な業務に紐づく改善に取り組んでいく予定

（小倉南税務課の事例）

次のステップ！

２ 係長以下のワーキンググループ

・係長以下で自主的にＷＧを立ち上げ
・区ごとの独自の事務手順を統合

⇒マニュアルの見直しへ

・これまで、各区税務課での単発の見直し・地域限定の見直しが進んできた

・今後は、本庁が主導的な役割を担い、区を横断して課題や取組みを束ね、
全市的な視点から改善を実行する段階へと発展させる



税務課窓口業務の改革の取組一覧 19

ここに一覧表？

効果（見込含む）見直し内容事務内容業務種類
職員：時間外削減の見込み組織再編後、手順を随時見直し申告書発送

当初賦課業務

個人市民税関
係

市民：区役所へ来所不要
窓口での待ち時間減

職員：窓口ピーク時の対応件数が減少
したため時間外勤務が減

市民がスマホからオンラインで申
告できるようにした【R4済】
オンライン申告を勧奨しオンライ
ン化増加に取り組んだ【R7済】

申告受付（区役所）

職員：窓口ピーク時の出張箇所が減少
したため時間外勤務が減

実績数を踏まえて出張箇所を絞っ
て実施（３→２か所）【R5済】

申告受付（出張）

職員：賦課業務の効率化により時間外
勤務の減少が見込める

確認効果を分析して課税時の
チェック回数を見直し（３→２
回）【R5済】
オンラインで提出された申告デー
タを基幹システムに自動取込でき
るようにシステム改修【R7済】

申告内容の審査、入力

職員：時間外削減の見込み組織再編後、手順を随時見直し
納税通知書発送、返戻
処理

職員：時間外削減の見込み組織再編後、手順を随時見直し
給与額・年金額不一致
調査

事後調査
職員：時間外削減の見込み組織再編後、手順を随時見直し被扶養者調査
職員：時間外削減の見込み組織再編後、手順を随時見直し未申告者への申告勧奨

職員：時間外削減の見込み組織再編後、手順を随時見直し
当初申告受付後の賦課、
納税通知書の発送業務
など例月更正業務

職員：時間外削減の見込み組織再編後、手順を随時見直し
納税義務者の相続人調
査

市民：最寄りの区役所で手続き可
テレビ会議システム（市税オンラ
イン窓口）で対応【R8予定】

個人市民税の減免申請
の受付、審査、決定

減免処理



税務課窓口業務の改革の取組一覧（続き） 20

ここに一覧表？

市民：区役所へ来所不要

市民がスマホからオンラインで申
請できるようにした（ミニカー、
電動キックボード、小型特殊自動
車の交付申請を除く）【R6済】

標識交付申請受付・廃
車申告受付・名義変更
受付

軽自動車税窓口
業務

軽自動車税関
係

市民：区役所へ来所不要

市民が郵便による申請ができるよ
うにした【R4済】／市民がスマホ
からオンラインで申請できるよう
にした（身体障害者等の減免の軽
自動車のみ）【R6済】

減免申請受付

市民：最寄りの区役所で手続き可
テレビ会議システム（市税オンラ
イン窓口）で対応【R8予定】

簡易な税務相談

納税相談
納税関係

市民：最寄りの区役所で手続き可／区
役所へ来所不要

市税オンライン窓口委託業者へ委
託【R8予定】/オンライン申請に
向けて検討中

納付書発行（汚損、期
限切れなど）

市民：区役所へ来所不要コンビニ収納を推進
窓口延長時の現金の収
納

収納業務

市民：区役所へ来所不要オンライン申請【R4済】
固定資産に関する帳簿
の閲覧固定資産に関す

る帳簿の閲覧
固定資産税関
係

市民：窓口での待ち時間減が見込める縦覧の予約制について検討中区役所、出張所で受付

市民： 窓口での待ち時間減

コンビニ証明発行（所得額証明
書）【H30済】、コンビニ証明発
行（納税証明書）【R6済】、オン
ライン申請【R4済】、市民課へ移
管【R8予定】

証明発行
市税証明発行業
務

証明書発行関
係

職員：各区税務課の集約化により業務
削減が見込める

各市税事務所ごとにまとめて事務
を行う【R8予定】

職員の出退勤管理、課
の予算管理、支払業務
など

庶務業務

効果（見込含む）見直し内容事務内容業務種類



見直しスケジュール（案）

R8年度R7年度R6年度R5年度スケジュール

市税窓口
関連部署
の統廃合

市税手続きの
オンライン化

仕事のやり方
の改善

eLTAXによるオンライン申告開始

軽自動車税手続

市民税申告 勧奨・ＰＲ

法人の証明書申請

区税務課の
業務確認

課題抽出・整理 業務の切り分け

関係部署との調整

市税事務所の事務の整理・調整

テレビ会議システムの調査研究、活用方法の検討

執務室の環境整備

対象業務・窓口補助者の検討

証明書コンビニ交付

市民課で
の証明発
行

区税務課
の集約

市税オン
ライン窓
口の設置

関係部署との調整

調達

調達

21

各区等での独自の改善 全市での市民目線の改善

９月

進行中

進行中

Ｒ８年
９月
統廃合
(予定)

Today
令和８年９月の実施を目標に取組を進めている
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参考資料



【参考資料】他都市事例（名古屋市）

・テレビ電話を導入して１５年経つが、課税相談・申告受付事務のシステムの一つとし
て安定的に稼働をしている。

・各区税務部門（個人市民税部門、固定資産税部門、徴収部門）を３市税事務所に集約。
すべての区役所・支所に税務窓口を設置し、市税証明の発行を担う。

・課税相談・申告受付事務はテレビ電話を活用し、区（支所）に来た市民と市税事務所職員
をつなぐことで対応している。（税務窓口職員がサポート）

・電話による問合せは、３市税事務所で対応している。

市税事務所集約の特徴

市の概要

・人口 約２３４万人（２０２５年１２月現在）
・行政区・支所 １６区・６支所
・市税事務所 ３か所
・集約時期 平成２２年４月

繁忙期対応

・当初申告受付期間や、当初納税通知書発送後の時期などは、市税事務所から職員を区役所
・支所に派遣し、申告受付や課税相談に応じている。テレビ電話を利用なしに相談が可能。

効 果

23
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様々な行政サービスの決定に市民税情報が利用されている
⇒市民税情報は市民サービスの基盤

【参考資料】税情報は市民サービスの基盤

市民税関係情報
（収入額、所得額、税額、扶養人数など）

国民健康保
険料の計算 介護保険料

の計算

所得額証明
書の発行

保育料の計
算

就学援助の
可否


